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３ 障害者差別解消法の概要と合理的配慮の提供 

                  

                  

 

◆◆障害者差別解消法の内容◆◆
差別を解消するための措置

※個人同士、個人の思想のレベルの問題は、啓発により解消していく。
※ 「雇用」の分野については、改正障害者雇用促進法による。

そのための具体的対応として、
◆ 国(内閣府)は、差別解消のための「基本方針」を策定

◆ 国、地方公共団体は、「対応要領」を策定

◆ 国（各省庁）は、民間事業者の適切な判断に資するため、
「対応指針」を策定

不当な差別的取扱いの禁止

国・地方公共団体・・・法的義務
民間事業者・・・・・・・・法的義務

合理的配慮の不提供の禁止
（障害者から意思表明があった場合）

国・地方公共団体・・・法的義務
民間事業者・・・・・・・・努力義務

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
千葉県教育委員会職員対応要領の策定について」（通知）
教総第１ ３ ０ ５ 号・教職第１ ０ ４ ５ 号（平成２８年３月３０日）

（懲戒処分等） 第５条

職員が、障害者に対し不当な差別的取扱
いをし、若しくは、合理的配慮の不提供をし
た場合、その具体的態様（状態・様子・内容）
等によっては、職務上の義務に違反し、又は
職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分
その他の措置に付されることがある。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
千葉県教育委員会職員対応要領の策定について」（通知）
教総第１ ３ ０ ５ 号・教職第１ ０ ４ ５ 号（平成２８年３月３０日）

（所属長等管理監督者の責務） 第４条

職員のうち、所属長等管理監督者は、障害を理由とする差別の解消を推進

するため、次の各号に掲げる事項に留意して障害者に対する不当な差別的
取扱いが行われないよう注意し、また、障害者に対して合理的配慮の提供が
なされるよう環境の整備を図らなければならない。
一 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関
し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に
関する認識を深めさせること。

二 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相
談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

三 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合
理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

２ 所属長等管理監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた
場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1)障害者差別解消法の概要 

「障害者差別解消法」は、「『障害者基本法』の

理念にのっとり（中略）全ての国民が、障害のあ

るなしによって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に資すること」（第１条）を目的として平成

25年に制定され、平成 28年から施行されていま

す。同法には、「障害を理由とした不当な差別的

取扱いの禁止」（第７条）と「合理的な配慮の不

提供の禁止」（第８条）が明記され、行政機関等

の公的機関には障害者への支援が義務付けられ

ます。地方公共団体の機関は、障害を理由とする

差別を解消するために、国が定める障害を理由と

する差別解消の推進に関する基本方針に即して

必要な施策を策定し、職員が適切に対応するため

に必要な要領（以下、「対応要領」と記す。）を定

めることに努めること（第 10 条）とされていま

す。 

  

 

(2)県の職員「対応要領」と合理的配慮の提供    

千葉県は、「対応要領」策定の必要性に鑑み、

県職員が遵守すべき服務規律の一環として「対応

要領」を定めています。千葉県教育委員会も、文

部科学省の対応指針を受け、平成 28年３月に「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉

県教育委員会職員対応要領」を定めています。そ

の第４条には、監督者の責務について明記され、

障害者に対して適切な合理的配慮が提供される

よう、監督者として、環境の整備を図ることが求

められています。 

 

 

第５条には、職員による障害者に対する不当な

差別的取扱いがあった場合、若しくは、職員によ

る障害者に対する合理的配慮の不提供があった

場合、その具体的態様等によっては、懲戒処分そ

の他の措置に付されることがあると示されてい

ます。 
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（図 16） 

（図 17） 

（図 18） 

    

                              

                                          

「合理的配慮」とは
Reasonable  Accommodation

障害者差別解消法

行政機関等及び事業者が、

その事務・事業を行うに当たり、
個々の場面において、障害者
から現に社会的障壁の除去を
必要としている旨の意思の表
明があった場合に、障害者の
権利利益を侵害することとな
らないよう、社会的障壁を除
去するための必要かつ合理的
な取組であり、その実施に伴
う負担が過重でないもの。

中央教育審議会 報告

「合理的配慮」とは、障害のある子
どもが、他の子どもと平等に「教育を
受ける権利」を享有・行使することを
確保するために、学校の設置者及び
学校が必要かつ適当な変更・調整を
行うことであり、障害のある子どもに
対し、その状況に応じて、学校教育
を受ける場合に個別に必要とされる
ものであり、学校の設置者及び学校
に対して、体制面、財政面において、
均衡を失した又は過度の負担を課さ
ないもの、と定義した。

個別に決定される合理的配慮の考え方
（視覚障害の場合）
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見えづらさの把握 合理的配慮の検討

①近くなら見
える。
(矯正後視力

0.1)

②明るすぎる
とまぶしさを
感じる。

①座席は最前列に配置する。

②席は、廊下側にし、まぶし
さへの配慮としてブラインド
カーテンを設置する。

③教員は、大きめな板書文字
を心がける。

本人・保護者と合意形成を図ること
（※均衡を失した又は過度の負担について検討）

(文科省資料より)

個別の教育支援計画に明記し、評価・修正

合理的配慮と基礎的環境整備

国、都道府県、市町村による環境整備
【観点】
①ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
②専門性のある指導体制の確保
③個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成による指導
④教材の確保
⑤施設・設備の整備
⑥専門性のある教員、支援員等の人的配置
⑦個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導
⑧交流及び共同学習の推進

合理的配慮

基礎的
環境整備

【設置者・学校が実施】

Ａさんのた
めの合理
的配慮

Ｂさん
のため
の合理
的配慮

※障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、
都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。これら
は、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これ
らの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校
が、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。

 

(3)合理的配慮と基礎的環境整備 

公立学校には、障害のある子どもに対する合

理的配慮を提供する義務があります。学校にお

ける合理的配慮とは、「平成 24 年７月報告」に

おける「インクル―シブ教育システム」に定義

されるとおり、「障害のある子どもが、他の子ど

もと平等に教育を受ける権利を享有・行使する

ことを確保するために、学校の設置者及び学校

が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」であ

り、「学校教育を受ける場合に個別に必要とされ

るもの」です。 

          

国と地方公共団体は、法令や財政措置による

教育環境の整備（基礎的環境整備）を行うこと

で、障害のある子どもたちに対する支援を行い

ます。基礎的環境整備の現状と課題については、

「平成 24年７月報告」において、８つの観点か

ら整理されています。各地方自治体の基礎的環

境整備の状況に応じて、学校の設置者と学校は、

各学校において、障害のある子どもに対する個

別の合理的配慮を提供します。 

各学校における合理的配慮は、個別の状況に

応じて提供されるため、それを具体的かつ網羅

的に記述することは困難です。そこで「平成 27

年７月報告」には、「教育内容・方法」、「支援体

制」、「施設・設備」の観点と各種障害に応じて

整理された合理的配慮が例示されています。こ

れらを柔軟に組み合わせるとともに、例示以外

にも一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に

応じて、合理的配慮を決定することが大切です。 

 

図 18は、視覚障害を例として、個別に決定さ

れる合理的配慮の考え方を示しています。この

場合、最も必要なことは授業における視覚情報

の確保です。具体的には黒板の文字の読みやす

さを担保することです。まず、見えづらさの状

況（矯正後視力、まぶしさを感じる等）を具体

的に把握し、それを踏まえて優先して提供する

必要のある配慮（座席の位置、カーテンの設置、

板書の文字の大きさ等）を具体的に検討してい

きます。 

 


